
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  生産性向上設備投資促進税制の改正             

Ｑ：生産性向上設備投資促進税制が改正さ

れたそうですが、どのようになったのです

か？                                           

                                              

Ａ：上乗せ措置が平成29年３月31日をもっ

て廃止となります。 

【解説】 

生産性向上設備投資促進税制とは、青色申

告法人が、平成26年１月20日から平成29年３

月31日までの間に生産性向上設備等を取得し

て、その法人の事業の用に供した場合には、

取得価額の50%(建物及び構築物は25%)の特別

償却と取得価額の４％(建物及び構築物は

２％)の税額控除との選択適用を認めるとい

う制度です。なお、平成28年３月31日までに

取得等をしてその法人の事業の用に供した場

合には、その事業に供した事業年度において

即時償却と取得価額の５％(建物及び構築物

は３％)の税額控除との選択適用を認めると

いう上乗せ措置が講じられていました。 

  今回の税制改正では、次の改正がなされま

した。 

 ①生産性向上設備投資促進税制は平成29年３

月31日をもって廃止となります。 

 ②平成28年３月31日まで認められていた上乗

せ措置は、期限をもって廃止となりました。 

  なお、中小企業者等が特定生産性向上設備

等を取得等をして指定事業の用に供した場合

の即時償却と取得価額の７％(特定中小企業

者等は10%)の税額控除との選択適用の上乗せ

制度は、平成29年３月31日までとなっていま

すので注意してください。 
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